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【問題】

　「事業用定期借地権で建築できる建物はどれ？」 
　　（一つとは限りません）

①SOHO 

②1階から 5階までが店舗で

  6階に借地権者が住む

③ホテル 

④シェアハウス
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　借地借家法で新設された定期借地権の一つの事業用定期借
地権についてです。名前の通りこの借地契約は「事業用」で
なければなりません。事業用定期借地権においては、居住用
の利用部分が少しでもあってはなりません。居住用に該当す
るかどうかは、そこで特定の人が継続して生活（起臥寝食）
を行うかどうかが基準になります。以下一つ一つ考えてみま
しょう。
　①：まず SOHO（small office home office）についてですが、
小規模な事務所を指すのか、元来の意味通り住居兼事務所を
指すのかが問題になります。事業用借地権においては、一切
の居住用利用を許しませんから、「住居兼事務所」として賃貸
する方向性があるのであれば、契約違反になる可能性があり
ます。もちろん、小規模事務所を意味する SOHO であれば問
題はないと思います。
　②：①でも触れましたが事業用借地権は一切の居住利用を許
しませんから、大部分が事業用であっても居住用の部屋や敷
地があってはなりません。ですから、この建物の場合も事業
用借地権とすることができません。
　③：ホテルはどうでしょうか？ホテルや保養所のような寄宿
舎は一時的な宿泊がなされるだけで、特定の人によって継続
して生活がなされるわけではありません。つまり、ホテルは
居住用では無いという判断ができますから、事業用借地権の
対象建物とすることができます。
　④：問題はシェアハウスです。シェアハウスの建物区分は「居
宅」ではなく、「寄宿舎」になります。かつシェアハウスの賃
貸借契約においては発展途上であり、一時使用による賃貸借
で貸していたりするケースもあるかと思います。そうなると、
形式的には寄宿（一時的な利用）を目的とするということで、
事業用としてみなすことも可能かもしれません。しかし、実
質的には入居者のほとんどが居住用という認識で利用し、生
活をしています。居住用という認識になれば、事業用定期借
地権の成立要件を満たさなくなってしまいます。あくまで推
測の範疇ですが、シェアハウスを事業用定期借地権の目的建
物にすることは難しいでしょう。少なくともいろいろ問題を
抱えることになると思います。
　よって、事業用定期借地権として建築できる建物は①（事務
所専用）と③ということになります。

　あたたかいものがおいしい季節になってきました。鍋物等で活躍するのが「七味
唐辛子」。実はさまざまな豆知識が詰まっています。
　起源は江戸時代、やげん堀（漢字で書くと薬研堀、現在の東日本橋あたり）で誕
生しました。当時その近辺は薬問屋が集中していたため、七味唐辛子は漢方薬をヒ
ントに作られたとされています。発汗作用から風邪の予防として使われていました。
　決まったレシピがないのも特徴です。体はぽかぽか、風味もよいと評判で全国に
広がっていきます。その過程でその地域の人たちにあった調合がされていきます。
ショウガを入れるところもあるようです。

　やげん堀（東京）　　赤唐辛子、山椒、麻の実、黒ゴマ、焼唐辛子、ケシの実、
                                                               　ミカンの皮
　七味屋本舗（京都）　赤唐辛子、山椒、麻の実、黒ゴマ、白ゴマ、シソ、
　　　　　　　　　　   青海苔
　　　　　　　　　　   ※赤字は共通の薬味

　ちなみになぜ「七味」なのかというと七福神に代表される縁起がよ
い数字だからという点と六味だと「無味（味がない）」、八味だと「蜂の味」
に聞こえるからということで七味になったようです。
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七味唐辛子はもともと薬だった？

ソコダイ

フェイスブックも
宜しくお願いします！


